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オリンピックが終わって、熱気冷めやらぬ中、一年の後半戦に突入です！ 

弊社は６月から 11 月迄が比較的閑散期ということで、慰安旅行だったり、経営計画を立てる時期だった

り、業務の改善に取り組む時期だったりします。 
 

そんな中、今年はコロナの影響もあり「健康」に力を入れて活動しています。毎年、パート職員にも健康

診断を実施したり、マラソン大会に参加したりしていましたが、今年は更にフットサルや卓球などを追加し

て、健康増進を目指しています。オリンピックの水谷選手、伊藤選手の試合を観て急にやる気になった、と

いうのもありますね（笑） 
 

また、健康に近いテーマとして、最近「事業継続計画(BCP)」を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康も BCP も直接、企業経営に関係ないものの、会社がどこまで従業員や地域のために在るべきかを示

すことによって、会社の魅力を上げるという効果もあるかと思います。 
 

 良い会社には、良い人材が集まり、良い人材がより良い会社を作る。 

 ゆえに経営者の仕事は、良い会社（環境）を作ることである。 
 

突然、格言めいたことを書いてしまいました😎 

代表 

便り 

良い会社には、良い人材が集まり、良い人材がより良い会社を作る！ 

 

東京 2020 オリンピック、皆様は堪能されましたでしょうか？ 

私個人的には 45 年ぶりの出場となる男子バスケに注目しておりましたが、残念ながら 3 戦全敗と世界と

の差を見せつけられてしまいましたね！せめて観客入れて日本ホームでの応援があればアルゼンチンには勝

てたかもしれませんが・・・そんなに甘くないですよね（笑） 

それから、今回から採用されたストリート系の競技の BMX やスケートボード！とても同じ人間がやってい

るものとは思えなかったですね！「すげぇ～」の連発でしたね、しかも最年少金メダリスト・・・うちの息

子もあと 10 年後はメダリスト～♪と完全なる妄想と親バカが止まりません（笑 
 

さて、三上税理士法人でも、健康増進の一環として月に一回いろいろなスポーツをする事が決定いたしま

した。もちろん今の状況を考えコロナに対する安全対策を徹底したうえで楽しめればと思っています。 

<次のページへ続く> 

本店 

便り 

オリンピック 文責：亀田 



三上税理士法人 － 東海税理士会小牧支部 登録番号 2427号                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 こんにちは、初秋を迎えたものの暑さ去りやらぬ昨今ですがいかがお過ごしでしょうか？ 

この DR.tax が届くのは９月上旬ごろですが…執筆時現在、17 日間続いた東京オリンピックは閉会したも

のの、話題といえばまだまだオリンピック一色！（本店亀田店長もですね（笑））。 
 

私の注目ポイントは心の故郷（ふるさと）ウガンダ人の活躍！ 

今大会の日本過去最多メダル数が連日ニュースで取り上げられていましたが、

ウガンダも過去最多メダル数（金２銀１銅１）だったんですよ☺ 特に女性アス

リートの金メダル獲得は初！！コロナ禍で大会開催の賛否が分かれ不穏な空気が

流れていたものの、アスリートの頑張る姿には胸打たれるものがありました。ス

ポーツに限らず頑張る姿を見るのは胸熱くなりますね💛 
 

東京オリンピックでは日本選手のきれいなオレンジ色のユニフォームやマスクも目立っていましたね。手

がけたアシックスの公式サイトによると、カラーは朝日が昇る力強さをイメージした鮮やかな「サンライズ

レッド」をキーカラーとしているようです。グラフィックでは、折形やかさねの色目など日本伝統文化も表

現されているとか。 
 

オリジナルのユニフォームからの…『NAOMI のこそっと事業所訪問』。第３弾は、名古屋市北区の印刷業

『株式会社小栗』さんです。 
 

小栗さんは、T シャツのみならず、マスクやトートバッグ等繊維製品にプリントをされて 40 数年の老舗。

T シャツプリントも 1 枚からイベント用の数万枚まで対応していただけますし、デザインも決まっていなく

ても大丈夫！今では LINE で作成依頼をすればデザイナーが仕上げてくれます。 
 

<次のページへ続く> 

 私の心は今日も金晴れ🌞 文責：大脇 
インター 

店 
便り 

【サンスポより】 

<前のページからの続き＞ 

こういった社内レクリエーション費用は、会社が負担することが多いと思います。では、このレクリエー

ション費用を経費で落とすための条件を見ていきましょう。 
 

 条件 

 ①役員・従業員全員を対象としていること 

 ②世間一般での常識程度の費用であること（明確な金額設定はありません） 

③現金支給ではないこと 
 

社内レクリエーションは従業員の勤労意欲を高めるために行うため、福利厚生費（損金処理＝非課税扱

い）として処理することができますが、特定の従業員だけを対象にしたり、あまりにも費用が高かったりす

ると、その利益を受けた従業員に対する給与として扱われます。 
 

【パターン①】 

 社内の親睦を深めると同時に日頃の運動不足解消を目的の元、全社員を対象に運動会を企画した場合 

 →福利厚生費 

【パターン②】 

 上記と同目的で運動会を企画したが、従業員の半分を下回る参加人数であった場合 →給与課税 

【パターン③】 

上記と同目的で運動会を企画し、取引先など外部の人も参加した場合 →接待交際費 
 

 詳しくは、国税庁 No.2603「従業員レクリエーション旅行や研修旅行」をご覧ください。 

【参照】国税庁 HP No.2603 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm 
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行楽 

日記 

赤沢自然休養林 

数年前の秋に、家族で長野県木曽郡の赤沢自然休養林を訪れました。                                  

ここは森林浴発祥の地で、樹齢 300 年以上を超える美しい木曽ヒノキの森が広

がっています。 
 

休養林に到着すると、まずは園内を運行しているトロッコ列車に乗車しました。 

トロッコ列車からはすぐ横を流れる小川や渓谷の景色を楽しむことができます。 

清々しい風をあびながら森の奥へ進むと 10 分ほどで折り返し地点に到着。 

私達はいったんここで下車し、森の中の遊歩道を散策しました。 
 

遊歩道はヒノキが敷き詰められ歩きやすく整備されており、途中で橋を渡っ

たり、川の近くまで行って冷たい水に触れたりしながら散策を楽しみました。

ちょうど色づき始めた木々の紅葉も大変きれいでした。 
 

森の中の散策は体中がマイナスイオンに包まれているような心地がして、た

くさん歩いた後も全く疲れを感じずリフレッシュできました。 
 

遊歩道は私たちが歩いた他にも様々なコースがあるほか、夏には川で水遊びもできるそうです。是非また

機会を見つけて森林浴に訪れたいです。 

文責：片山 

<前のページからの続き> 

かく言う三上税理士法人でも、新春春日井マラソンに出場する際にお願いし

たのです。「こんな感じでお願いします～」と通知表なら美術２の出来の絵を

お渡ししたところ、「こういった感じでいかがでしょうか？」と提案もしてい

ただき、数回のやり取り後に素敵な T シャツの出来上がり✨とっても簡単に

できあがりました～と担当者も大喜び♪チームの一体感・団結力アップ！目標

に向かってモチベーションをアップさせるためにもいかがでしょうか？ 
 

さて、従業員に対して作業服や制服等を支給している会社はいくつかあると思いますが、支給条件等を誤

ると課税されるケースがあります。 
 

●会社側の取扱い： 

  会社が職務の性質上制服を着用しなければならない従業員に対し、制服やその他身の回り品（帽子、靴 

 等制服とともに着用すべきもの）を支給する場合には、福利厚生費として経費となると考えられます。 
 

●従業員側の取扱い： 

  その物品の受け取りについては、所得税は課税されないと考えられます。ただし、支給条件等によって 

 は現物給与（給与の支給）として扱われ、所得税の課税対象となることがあるため注意が必要です。 

  非課税とされるための要件としては↓ 

 ①専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するものであって、私用には着用しないまたは着 

  用できないものであること 

 ②事務服等の支給または貸与が、その職場に属する者の全員または一定の仕事に従事する者の全員を対象 

  として行われるものであること 

 ③それを着用する者がそれにより一見して特定の職員または特定雇用主の従業員であることが判別できる 

  ものであること 

があげられます。詳しくは担当者まで…。 
 

 余談ですが…亀田店長はご子息がメダリストに～と妄想されていますが、最高齢のメダリストは 1920 年

アントワープ大会で射撃団体銀メダルを獲得した 72 歳とか。私もまだまだいけるかも…。 

【また来年も走れるといいな】 
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三上税理士法人 

■本店 

〒486-0914 愛知県春日井市若草通 4-92 

TEL:0568-44-2022 / FAX:0568-44-2039 

■春日井インター店 

〒486-0812 愛知県春日井市大泉寺町 108 番地 9 

TEL:0568-82-7770 / FAX:0568-82-7771 

◆共通メールアドレス  mikami@taxer.info 

・個人事業者の消費税の中間申告分の振替日（振替納付を選択している場合）    振替日…9 月 28 日(火) 

・7 月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉、 

・1 月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分) 

                      申告期限…9 月 30 日(木) 

９月の税務 

代表 三上による経営相談をご活用ください！ 
 

2021 年 9 月開催スケジュール(要予約) 

9 月 6 日(月) 18～20 時 

9 月 8 日(水) 10～12 時 

9 月 9 日(木) 13～17 時 
 

ご予約電話番号 0120-974-830 

無料経営相談実施中！！！ 

 国の調査によると、全国の土地のうち約 2 割の土地は所有者が不明であるよう

で、そういった問題を解消するために、相続登記の義務化等の内容が織り込まれ

た法改正が 4 月 21 日の参院本会議で成立し 4 月 28 日に公布されました。 

 今後は、不動産を相続された方の相続登記等が義務化され、放置したままにす

ると罰則規定が設けられることとなります。 

今回は、この法改正のうち一部を紹介させて頂きます。 
 

◆不動産の登記手続きについて 

 不動産の登記は、土地や建物の所在、面積等を公の帳簿(登記簿謄本)に記載し、これを一般公開すること

で権利関係等の状況を誰にでもわかるように示すためのものです。 

売買や後の相続手続きを円滑に行うためにも登記を行っておくことが大切となります。 
 

◆相続登記の義務化…公布日から 3 年以内に施行 

 不動産の所有者についての相続が発生した際、不動産の登記名義を被相続人から相続人へと変更する手続

きが相続登記です。 

 今後は相続によって不動産を取得された方が、取得を知った日から 3 年以内に相続登記を行わなければ

なりません。これを行わない場合は 10 万円以下の過料の対象となります。 

また、法改正以前から所有している未登記物件についても、改正法の施行日から 3 年以内を期限として適

用がされるため注意が必要となります。 
 

◆住所変更登記の義務化…公布日から 5 年以内に施行 

 登記上の不動産所有者の住所、氏名、名称変更についても義務化がされます。 

 これらに変更があった際には、その変更があった日から 2 年以内に変更登記の申請を行わなければなり

ません。これを行わない場合は 5 万円以下の過料の対象となります。 

またこの住所等変更登記の義務化についても、相続登記の義務化と同様に、法改正後に発生した住所等変

更のみならず、法改正以前から住所等の変更登記を行っていないものについても施行日から 2 年以内を期限

として適用がございますので、ご注意ください。 
 

 不明点等ございましたら、各担当者にご質問ください。 

経営 

情報 
不動産登記の義務化について 文責：服部 


